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佐野市の公共施設における放射線量測定の実施結果について

　市で実施した、公共施設の放射線量測定の結果をお知らせします。

　なお、詳しい結果は環境政策課窓口（田沼庁舎本館１階）、市のホームページ（東日本大震

災関連 臨時ウェブサイト）で閲覧できます。

▲

測定期間　　平成２４年１月１６日～３月３０日まで

▲

測定器　ＡＬＯＫＡ ＴＣＳ－１７２Ｂ（エネルギー補償形γ線用シンチレーションサーベイメータ )

▲

測定方法　　

（１）測定高　原則として１ｍとする（ただし、小学生以下の施設については５０㎝）

（２）測定箇所

①平均的な放射線量測定

　施設の平均的な放射線量を把握するための測定箇所は、敷地内でサイコロの５の目の形状で５点測定

しました。なお、敷地の大きさや形状などにより５点確保することが出来ない場合は、この限りではあ

りません。

②マイクロホットスポット（局所的に放射線量の高い箇所）測定

　施設におけるマイクロホットスポットを把握するため、局所的に放射線量が高いと予測される地点に

おいて測定を行いました。

▲

測定施設数　４５８施設

　佐野地区２５５施設、田沼地区１２６施設、葛生地区７６施設、  日光市１施設（レイクサイド佐野）

▲

測定結果

　①平均的な放射線量測定　　０．０５～０．２６μＳｖ／ｈ（マイクロシーベルト／時間）
　線量別集計表（佐野市内）
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※０．２３μＳｖ／ｈ以上の値が確認された施設数１施設
→旧青少年キャンプ場（秋山町）の測定結果…
　　　　　　　　　　　　　　　　３月５日＝０．２６μＳｖ／ｈ、５月８日＝０．２４μＳｖ／ｈ

　なお、このキャンプ場については、昨年度に廃止され、今年度管理棟などの解体を実施していますので、

解体工事終了後に再度放射線量測定を実施し、その結果により対応を判断します。

　②マイクロホットスポット測定　０．２３μＳｖ／ｈ以上の値が確認された施設は以下の２施設です

・植野デイサービスセンター（植下町）

　基準を超えた、集水マスについて、５月２４日に再測定を実施したころ、０．１０μＳｖ／ｈであった

ことから、マイクロホットスポットの除染については実施しませんでした。

・葛生清掃センター（あくと町）

　５月２９日に基準値を超えた事が確認された箇

所について、マイクロホットスポットの除染を実

施しました。その結果は、右の表のとおりとなり

ます。また、除去土壌については、敷地内で現場

保管としています。　

除染箇所 測定高 除染前 除染後

ア．雨水排水口

１ｍ

０．２７ ０．１８

イ．雨どい下 ０．２５ ０．１９

ウ．雨どい下 ０．２６ ０．１９

エ．雨どい下 ０．２５ ０．１８

オ．保管場所 ０．１０ ０．１０

・除染結果（単位：μＳｖ／ｈ）
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■問合せ　環境政策課　☎（６１）１１５５
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佐野市除染実施計画を策定しました
　市では、平成２３年１２月２８日付けで「放射性物質汚染対処特別措置法」に基づき、環境大臣から「汚

染状況重点調査地域」の指定を受けました。

　これまで、市内のモニタリングの結果や国の除染の方針などを踏まえながら、佐野市除染実施計画の策

定について、環境省との協議を行ってきましたが、平成２４年５月２４日に協議が整い、平成２４年５月

３１日に公告しましたので、お知らせします。

　なお、計画の詳しい内容は、環境政策課窓口、または市のホームページ（東日本大震災関連 臨時ウェ

ブサイト）で閲覧できます。

佐野市除染実施計画（抜粋）

○除染などの実施に関する方針

　東日本大震災での福島第１原発事故による放射能被害に対し、「放射性物質汚染対処特別措置法」

により、長期的には追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下になることを目標とし実現すること

を基本方針としています。

　この「放射性物質汚染対処特別措置法」の基本方針を踏まえ佐野市における除染実施計画を定める

ものとします。

○対象となる区域

　対象となる国の基準値（毎時０．２３マイクロシーベルト）を超える区域は、昨年７月に国が実施

しました航空機モニタリングの測定結果に基づき指定します。

　なお、対象となる区域の大半は、生活圏に隣接しない飛駒町、作原町、秋山町の一部（以下、「北部区域」

という）の奥山の山林になります。

○除染などの実施

　生活圏に隣接しない山林などについては、現在、国からその区域への対応方針が示されていないた

め、除染の実施については未定となります。

　今後、国の方針が示された場合には、除染の実行性を踏まえ、当該計画の見直しを含め検討します。

　また、北部区域における空間線量の推移を確認するため継続的なモニタリング調査を市において実

施し、定期的に公表していきます。

　計画策定に伴い調査した結果、本市においては、人の居住する空間では除染を必要とする場所が無

く、緊急的に除染に取り組む場所が無いことを確認しました。

　なお、今後の国・県などの動向などをみながら、当該計画の内容や期間について、随時見直しを行い、

速やかに公表していきます。

簡易放射線量測定器の貸し出しについて
　市民の皆さんが身近な生活環境などの放射線量を把握することができるように、市が所有する放射線量

測定器の貸し出しを行っています。ご希望の方は、事前予約が必要になりますので、以下により予約のう

えご利用ください。

▲

対象者　市内に住所を有する方および市内の事業者

▲

貸出機器　簡易空間放射線量測定器２台（HORIBA・PA-1000Radi【CsI(Tl) シンチレーション検出器）

▲

貸出期間　月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前９時～正午、または午後１時～４時

▲

貸出場所　環境政策課（田沼庁舎本館１階）

■申込・問合せ　環境政策課☎（６１）１１５５
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